
議案第6号

三朝町条例の左横番轟等に関する特別措置条例の設定について

次のとおり三朝町条例の左横書き等に関する特別措置条例を設定することにつ

いて､地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により､本議会の

議決を求める｡
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三朝町条例第′　　　号

三朝町条例の左横書き等に関する特別措置条例

(目的)

第1条　この条例は､現に効力を有する三朝町の条例(以下｢既存の条例｣とい

う｡ )を左横音善に改めるとともに､当該条例の内容､効力等に影響を及ぼさ

ない限度において､用字､用語等の形式を杢備するために必要な捨置を定める

ことを目的とするo

(左抜書きの措置)

第2条　既存の条例は､左横書きに改める｡

2　前項に規定する左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については､次

に定めるところによる｡

Ⅲ　既存の条例中の漢数字は､アラビア数字に改める｡ただし､次に掲げる場

合は､この限りで-ないo

ア　固有名詞

イ　数量の感じの薄い語

(2)既存の条例中の号の番号は､アラビア数字を( )で囲んだものを用い､号



の細分は片威名による五十音順とし､費にその細分は片仮名による五十音順

にそれぞれを( )で囲んだものに改める.

(3)既存の条例申次の表の左欄に掲げる字句は､当該右欄に掲げる字句に改め

る｡

二三二

[

左　　　　に 次　　　　に

右　　　に　】　上　記　に

[±=還士を±還]
潮　既存の条例申､特に形式を縦書きに定めているものを除くはか､蓑及び様

式の右端は､左横書きの左上端となるように位置を改めるo　この場合におい

て､その形式が左横書きとなっているものについては､この限りでない｡

(その他の捨置)

第3条　この条例に定めるもののはか,､既存の条例中の字句等で整理､統一その

他の整備を必要とするものについては､その内容に変更を及ぼさない範囲にお

いて改めるものとする｡

2　前項に規定する必要な措置は､おおむね次のとおりとする｡

(1)句読点の審理を行うこと｡

(2)法令､条例等の引用を統一一一することo

(3)義及び様式の整備を行うこと｡

(4)物音及び促音として用いる｢や･ゆ･よ･つ｣の表記を小書きにすることo

(5ラ　前各号に定めるもののほか､その他必要なこと｡

附　則

この条例は､公布の日から施行する｡
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